
阿賀野市告示第４０号 

 阿賀野市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように

定める。 

  令和４年３月１１日 

                        阿賀野市長 田 中 清 善   

 

   阿賀野市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 阿賀野市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱（平成２３年阿賀野市告示第５３号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項第２号中「基づく補助金の交付が」の次に「最後に」を加え、「（前号の

規定により補助金の交付を受けた場合は、最後に補助金の交付が確定した日）」を「（た

だし、第３号の場合を除く。）の属する年度の４月１日」に改め、同項に次の１号を加え

る。 

 (３) 前２号の規定にかかわらず、屋根の雪下ろし時の転落防止のため、命綱固定ア

ンカー及び転落防止柵を設置する工事のみを行う場合 

第４条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、第２条第２項第３号に該当する場合は、補助対象とする

当該工事に要する経費を１０万円以上とする。 

 第７条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第８号まで１号ずつ繰り上

げる。 

 第１２条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰

り上げる。 
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 第１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 



第４号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則 

 この告示は、令和４年４月１日から施行する。 


